京都市立銅駝美術工芸高等学校　部活動運営方針
１．部活動の在り方について
　学校教育活動の一環として行われる部活動は、生徒の自主的自発的な参加により、スポーツや文化・科学・芸術等に親しみ、心身の健康増進、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養に資するものとする。また、学校の実態に応じ、地域の人々の協力や各種団体との連携を図るなど運営上の工夫を行うものとする。
２．活動方針
　（１）限られた施設や設備を工夫しながら活用し、体育系・文化系ともに生徒が向上心と創意工夫をもって活動することで、学校の一層の活性化を目指す。
　（２）生徒同士が自主的に活動内容を模索検討し、お互いの人間性を高め合うことを通して、望ましい人間形成を図る。
３．部の成立
　（１）設置する部活動は、生徒会の評議会で承認されかつ学校が承認したものとする。
　（２）部活動は顧問等の管理の下に行う。
　（３）部活動・同好会の新設・休部・廃部は生徒手帳に定める「クラブ規則」に則る。
４．部員
　部活動への入部は２つまでとする。ただし各々の部活動や学校生活に支障がないことを前提とする。公式試合については各種団体の規定に抵触しないことを条件とする。
５．運営規定
　原則平成３０年１０月に京都市が策定した「京都市立高等学校運動部活動ガイドライン」に準じる。
　（１）活動期間
　　・４月１日から翌年３月３１日までとする。
　（２）活動時間
　　・原則平日は３時間程度まで、土曜日・日曜日及び祝日や休業日は４時間程度までとする。活動は合理的かつ効率的に実施する。
　　・行政機関及び高体連主催の公式大会に向けた休業日の練習試合については、各競技の特性や試合時間等の違いなどから、必要に応じて午前・午後に分けてそれぞれ２時間程度の活動を認めることがある。ただし、常態化は認めない。
　　・長期休業中の練習については、休業日に実施する場合に準じる。
　（３）休養日
　　・休養日は週当たり１日以上設定することとする。
　　・大会等により土・日曜日に活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。
　　・休養日の設定については、生徒の心身の状態を的確に把握し、練習内容や種目の特性、大会や発表会等の予定に十分考慮することとする。
　（４）活動計画
　　・各部活動ごとに年間計画を作成し、顧問から部員・保護者に周知する。
　　・下記の期間は原則活動を休止する。
　　　　①定期考査１週間前から考査終了まで
　　　　②学校閉鎖期間
６．安全管理と事故防止について
　（１）安全管理
　　・校内施設、設備、用具等の定期的な安全確認を徹底する。
　　・複数の部活動が活動場所を共有する場合は、顧問間の連携により安全対策を講じる。
　（２）事故防止
　　・生徒の発達段階や体力に係る疲労状況や精神的な状態を適切に把握し、無理のないように留意する。
　　・気候や気象の変化に適切に対応し、落雷や熱中症予防などの安全対策を講じる。
７．指導の在り方について
　（１）体罰、パワーハラスメント等の禁止
　（２）スクールセクハラの防止
　　・教職員研修等を通じてSNS等による個別連絡の制限や個別指導などが適切に行われるように未然防止に努める。
８．部費等
　　・部活動運営に必要な経費として部員から部費を徴収する場合は、あらかじめ保護者に説明するとともに、年度ごとの会計報告を必ず行う。
